
 

 
 

 

 

 

神奈川県では、道路法第32条第１項の規定に基づく道路占用許可事務を円滑に行うため、行

政手続法第５条第１項の規定に基づき、道路区域内に設けることのできる工作物、物件又は施

設（以下「物件」という。）に関して、物件ごとに方針、位置及び構造等を定めた道路占用許

可基準（以下「許可基準」という。）を設けています。 

このたび、国の運用が変更されるなどした物件の許可基準について必要な改正を行うため、

「神奈川県道路占用許可基準の一部改正（案）」を作成いたしました。 

つきましては、「神奈川県道路占用許可基準の一部改正（案）」に関する県民の皆様からの

ご意見を募集いたします。 

 

１ 意見募集期間 

令和８年１月28日（水曜日）から令和８年２月27日（金曜日） 

 

２ 意見提出方法 

「神奈川県道路占用許可基準の一部改正(案)」に対する意見である旨を記載のうえ、いず

れかにより提出してください。 

(1) フォームメール 

※ フォームメールとは、ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただくこ

とができる仕組みです。 

 

(2) 郵送 〒231-8588（住所の記載は不要です。） 

神奈川県 県土整備局 道路部 道路管理課 路政グループ 宛 

（意見募集期間最終日までの消印があるものを有効とします。） 

手話を撮影・録画したＤＶＤにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。 

 

(3) ファクシミリ ０４５－２１０－８８８６ 

 

３ 今後の予定 

(1) 意見募集結果の公表時期   令和８年４月 

(2) 改正許可基準の公布、施行  令和８年４月  

「神奈川県道路占用許可基準の一部改正（案）」 

へのご意見を募集します！ 

県土整備局 道路部 道路管理課 



４ 改正（案）の概要 

(1) 国の運用が変更されたこと等に伴い、許可基準を改正するもの 

ア バス停留所の上屋（法第１号物件）及び添加広告看板（令第１号物件） 

令和６年３月に、地域における公共的な取組に要する費用への充当を目的とする広告

物の取扱いに関する国の各種通知が改正されたことに伴い、バス停留所に類する施設の

上屋の添加広告看板も占用許可の対象とするなど、所要の改正を行う。 

 

イ 地下埋設管（法第２号物件） 

令和６年10月の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及

び利用の促進に関する法律の施行に伴い、認定供給等事業計画に従って認定供給等事業

者が設置する低炭素水素導管が義務占用物件とされたことから、当該導管も占用許可の

対象とするなど、所要の改正を行う。 

 

ウ 公共掲示板等（令第１号物件） 

令和６年３月に、地域における公共的な取組に要する費用への充当を目的とする広告

物の取扱いに関する国の各種通知が改正されたことに伴い、デジタルサイネージ形式の

公共掲示板等の取扱いを明確にするため、その構造に関する規定を追加する。 

 

エ バス停留所標識（令第１号物件） 

令和７年１月に、照明式バス停留所標識（広告付き）の取扱いに関する国の通知が廃

止されたことに伴い、当該通知を引用する箇所を削除する。 

 

(2) その他 

ア 地下埋設管（法第２号物件） 

道路側溝に接続する形での地下埋設管の占用は認めない旨の規定を追加する。 

 

 

 

 

 

問合せ先 

神奈川県 県土整備局 道路部 道路管理課 路政グループ 

電 話：０４５－２１０－６３５５ 


